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「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
」を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

　
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
は
、
家
事
や
家
族
の
世
話
な
ど
本
来
大
人
が
担
う
と
想
定
さ
れ
て
い
る
家
族
の
ケ

ア
を
、
日
常
的
に
行
っ
て
い
る
子
ど
も
・
若
者
の
こ
と
で
、
近
年
、
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
は
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
こ
と
を
知
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

本
人
に
自
覚
が
な
い

　
自
分
の
家
庭
し
か
知
ら
な
い
子

ど
も
は
、
客
観
的
な
視
点
を
持
ち

に
く
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、

負
担
を
抱
え
て
い
る
状
況
が
当
た

り
前
だ
と
感
じ
て
し
ま
う
場
合
も

あ
り
ま
す
。

周
り
が
気
づ
き
に
く
い

　
家
族
が
病
気
や
障
が
い
を
抱
え

て
い
る
こ
と
を
知
ら
れ
た
く
な
い

と
感
じ
て
秘
密
に
す
る
場
合
や
、

大
切
な
家
族
を
自
分
が
ケ
ア
し
た

い
と
い
う
想
い
か
ら
、
誰
に
も
頼

ら
ず
頑
張
ろ
う
と
す
る
子
ど
も
も

い
ま
す
。

そ
の
後
の
人
生
へ
の
影
響

　
家
事
な
ど
を
担
う
こ
と
が
過
度

の
負
担
に
な
っ
て
い
る
場
合
、
勉

強
や
遊
び
の
時
間
が
十
分
に
取
れ

な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
進
学

な
ど
、
そ
の
後
の
人
生
へ
の
影
響

が
懸け

念ね
ん
さ
れ
ま
す
。

出典：こども家庭庁（https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer/）

ヤングケアラーが行う
家族などへの世話（ケア） お手伝い

内容・量
・大人が担うとされているような家事や家

族の世話
・日常的

・その年齢（発達段階）に合った家事など
・相談しながら

責任
・中心となって行う
・重い責任や負担がある
・相談ができない

・見守る、見届ける人の存在がある
・相談できる、アドバイスを受けることが

できる

影響
・学校生活や友人関係、健康状態に影響が

出てしまうことがある
・子どもとして過ごす時間とのバランスが

取れない

・行うことが難しい場合は、減らしたり
断ったりすることができる

・子どもとして過ごす時間が確保できる
・発達段階に即した生活力が身につく

出典：「自治体×福祉機関×教育機関×地域 ヤングケアラー支援者の役割と連携」（結
ゆう

城
き

康
やす

博
ひろ

、米
よね

村
むら

美
み

奈
な

、黒
くろ

川
かわ

雅
まさ

子
こ

編著）

　子どもは、困っていてもすぐに打ち明けてくれる
とは限りません。子どもや家族との関係性や普段か
らの信頼関係にも関係してきます。日頃からのあい
さつやちょっとした声掛け、話しやすい雰囲気づく
りが大切です。そして「困ったら相談してね」と相
談できる存在であることを伝えてください。

　すぐに具体的な援助につながらなくとも、見守り
や声掛けをすることで気にかけてくれることが伝わ
ることも支援の一つとなります。すぐに相談できな
くとも、子ども自身が「こんなこともできるんだ」

「こういうところがあるんだ」と選択できる機会を
つくってあげることも大切です。

　「家族として介護する、家事をするのは当たり前」
「家族を悪く思われたくない」「同情されたくない」
など、特別な存在として扱われたくないと思う子ど
ももいます。何かしたいと思う気持ちは大事ですが、
助けたい気持ちを押し付けることになると支援につ
ながらないこともあります。家庭の中で大人だけで
は回らなくなった事情があると思いますので、も
し、子どもが話してくれたら、まずは子どもの立場
に立って、丁寧に話を聴いてください。

ヤングケアラーはこんな子どもたちのこと！ヤングケアラーはこんな子どもたちのこと！

がん・難病・精神疾
患など慢性的な病気
の家族の看病をして
いる。

アルコール・薬物・
ギャンブル問題を抱
える家族に対応して
いる。

家計を支えるために
労働をして、障がい
や病気のある家族を
助けている。

障がいや病気のある
家族の身の回りの世
話をしている。

障がいや病気のある
家族の入浴やトイレ
の介助をしている。

日本語が第一言語で
ない家族や、障がい
のある家族のために
通訳をしている。

目を離せない家族の
見守りや、声かけな
どの気づかいをして
いる。

障がいや病気のある
きょうだいの世話や
見守りをしている。

家族に代わり、幼い
きょうだいの世話を
している。

障がいや病気のある
家族に代わり、買い
物・料理・掃除・洗
濯などの家事をして
いる。

ヤングケアラーのケアとお手伝いとの違い

私たちにできること

普段からの関係づくり 支援につなげるために

子どもの立場に立って丁寧に話をきく

相談・問い合わせ先

　子育てや親子関係について悩んだときに、子ど
も（18 歳未満）とその保護者などが相談できる
窓口です。匿名でも相談できます。
■受付時間：平日午前 9 時～午後 5 時
　　　　　　（年末年始を除く）
■利用方法：二次元コードを読み取り、
　　　　　　友だち登録して相談を開始。

親子のための LINE 相談
（こども家庭庁）

　今年６月に子ども・若者育成支援推進法が改正さ　今年６月に子ども・若者育成支援推進法が改正さ
れました。ヤングケアラーが支援の対象として明記れました。ヤングケアラーが支援の対象として明記
されるとともに、こども期（18 歳未満）に加え、されるとともに、こども期（18 歳未満）に加え、
若者（20 代・30 代を含む）まで切れ目なく支援若者（20 代・30 代を含む）まで切れ目なく支援
することが盛り込まれています。することが盛り込まれています。

法律が改正されました

な
ぜ
問
題
な
の
？

　
子
ど
も
が
家
事
の
お
手
伝
い
や
家
族
の
世
話
を
す
る
こ
と

は
、
責
任
感
や
社
会
性
、
生
活
力
を
身
に
つ
け
る
う
え
で
大

切
な
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
子
ど
も
に
と
っ
て
重
い

負
担
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
し
て
の
問

題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

　家庭のことで悩みを抱えていたり、もしかしてヤン
グケアラーかもしれないと思ったらひとりで悩まず、
気軽に相談してください。
　18 歳以上の人でも相談いただけます
■相談・問合せ

　◎子育て応援課 こども見守り支援チーム
　　☎ 77・8105
　◎学校教育課 指導係
　　☎ 77・8191

さらに詳しい情報はコチラ▶️さらに詳しい情報はコチラ▶️
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